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通所介護重要事項説明書  
  

         （ 令 和 6年 6月 1日 現 在 ）  

 

１．  当センターが提供するサービスについての相談窓口  

 

電  話    ０４２－５５１－５５１４  

ＦＡＸ    ０４２－５５３－６６８６  

    （午前８時３０分～午後５時３０分まで）  

  担  当    宮崎  優紀  

        ＊ご不明な点は、お尋ねください。  

 

２．高齢者在宅サービスセンター武蔵野の概要  

（ 1）事業所名      高齢者在宅サービスセンター武蔵野  

（ 2）所在地         東京都福生市福生２３００－４  

（ 3）介護保険指定番号        １３７４４００２３０  

（ 4）サービスを提供する対象地域          福生市  

（ 5）同センターの職員体制  

職種  配置人数  

管理者  1名  

生活相談員  1名以上  

介
護

看
護

職
員 

看護師  1名以上  

機能訓練指導員  1名以上  

介護職員  3名以上  

※常勤換算による  

(6)同センターの設備の概要  

 

定員        ３５名                 

 静養室       １室                  

食堂兼機能訓練室  ２４１㎡                

相談室       １室  

浴室        一般浴槽・特殊浴槽   

 送迎車       ５台     

その他       ６０インチテレビ ･カラオケ・陶芸釜    

 

(7)営業日営業時間  

 

 月～土曜日   午前８時３０分～午後５時３０分   

 （日曜日・１月１日から３日までは休業します。）  
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３．サービス内容  

    ①身体介護          ⑥送迎  

    ②入浴            ⑦相談及び助言  

    ③食事            ⑧その他  

    ④機能訓練  

    ⑤アクテビティ・サービス  

４．料金  

(1)利用料金  

 介護保険からの給付サービスを利用する場合、 基本料金は介

護保険負担割合証に記載の負担割合 (１割は ( )内、２割は  【

 】内、３割は｛  ｝内 )となります。但し、介護保険の給付範

囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。  

（単位：円 /月）        （単位数×福生市 5級地 10.45円）  

①  通所介護基本料金（介護保険の一割負担額）  

入 浴 加 算 Ⅰ 、 サ ー ビ ス 提 供 体 制 加 算 Ⅲ 、 処 遇 改 善 加 算 Ⅱ 、  

含 む  

 要 介 護 １  要 介 護 ２  要 介 護 ３  要 介 護 ４  要 介 護 ５  

３ 時 間 以 上 4時 間 未 満  

5,245 

(525) 

【 1,049】  

{1,574} 

5,852 

(586) 

【 1,171】  

{1,756} 

6,499 

(650) 

【 1,300】  

{1,950} 

7,116 

(712) 

【 1,424】  

{2,135} 

7,733 

(774) 

【 1,547】  

{2,320} 

４ 時 間 以 上 ５ 時 間 未 満  

5,454 

(546) 

【 1,091】  

{1,637} 

6,092 

(610) 

【 1,219】  

{1,828} 

6,761 

(677) 

【 1,353】  

{2,029} 

7,419 

(742) 

【 1,484】  

{2,226} 

8,056 

(806) 

【 1,612】  

{2,417} 

5時 間 以 上 6時 間 未 満  

7,524 

(753) 

【 1,505】  

{2,258} 

8,694 

(870) 

【 1,739】  

{2,609} 

9,896 

(990) 

【 1,980】  

{2,969} 

11,066 

(1,107) 

【 2,214】  

{3,320} 

12,236 

(1,224) 

【 2,448】  

{3,671} 

６ 時 間 以 上 ７ 時 間 未 満  

7,680 

(768) 

【 1,536】  

{2,304} 

8,882 

(889) 

【 1,777】  

{2,665} 

10,105 

(1,011) 

【 2,021】  

{3,032} 

11,306 

(1,131) 

【 2,262】  

{3,392} 

12,508 

(1,251) 

【 2,502】  

{3,753} 

７ 時 間 以 上 ８ 時 間 未 満  

8,527 

(853) 

【 1,706】  

{2,559} 

9,885 

(989) 

【 1,977】  

{2,966} 

11,296 

(1,130) 

【 2,260】  

{3,389} 

12,696 

(1,270) 

【 2,540】  

{3,809} 

14,107 

(1,411) 

【 2,822】  

{4,233} 

入 浴 介 助 加 算 Ⅰ  418(42)【 84】 {126} 

サ ー ビ ス 提 供  

体 制 強 化 加 算 Ⅲ  
62(7)【 13】 {19} 

介 護 職 員 処 遇 改

善 加 算 (Ⅱ ) 
利 用 総 額 の 9.0％  

中 重 度 者 ケ ア 体

制 加 算  
利 用 回 数 ×470（ 47） 【 94】 ｛ 141｝  
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※ 人 員 配 置 ・ 利 用 者 の 身 体 状 況 に よ り 加 算 状 況 が 異 な る 場 合 が ご ざ い ま す 。  

②昼食代  

  食事代   850円 (全額自己負担 ) 

     〔昼食  750円   おやつ代 100円〕  

③  その他  

アクティビティサービス等にかかる費用等は自己負担となり

ます。  

書道サークル  1回  150円  

陶芸サークル  1回  1,000円  

造形サークル  1作品  400～ 1000円  

色彩画サークル   1枚        10円  

手芸サークル  1作品     100～ 300円  

製作 （ カ レ ン ダ ー 等 ）  1作品     10～ 300円  

④持ち物  

  個人的に必要な物（ 薬 ・ 着 替 え ・ パ ッ ト ・ 他 ）  

(2)キャンセル料  

お客様の都合によりサービスを中止する場合、下記のキャンセル

料がかかります。  

＊  利用当日の午前８時３０分までに連絡がなかった場合は８５０円。  

(3)支払方法  

毎月 ､15日以降の利用日に前月分の請求を致しますので ､ 28日ま

でにお支払い下さい。入金確認後に、領収書を発 行致します。

お支払方法は ､口座振替、現金持参又は銀行振込にてお願い致

します。  

 

５．サービスの利用方法  

 

(1)サービスの利用開始  

  施 設 見 学 後 、 介 護 支 援 専 門 員 と 相 談 ・ 調 整 致 し ま す 。 通 所 介

護 計 画 作 成 と 同 時 に 契 約 を 結 び 、 サ ー ビ ス の 提 供 を 開 始 致 し

ます。  

(2)サ－ビスの終了  

①  お客様の都合にてサービスを終了する場合、サービスの終了

を希望する日の１週間前までに文書にてお申し出下さい。  

②  事業所の都合でサービスを終了する場合  

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了さ

せて頂く場合は、終了１カ月前までに文 書にて通知致します。  

③  自動終了  

以 下 の 場 合 は 、 双 方 の 通 知 が な く て も 、 自 動 的 に サ ー ビ ス を

中止致します。  

＊お客様が介護保険施設に入所した場合。  

＊介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区

分が ､非該当（自立・要支援）と認定された場合。      

但し、条件を変更して再度契約することができます。  
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＊  何らかの理由により、２ヶ月以上のサービス利用休止が見込

まれた場合、一時的に終了となります。利用再開については

再度日時調整となります。  

 ④その他  

◎当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合 ,守秘

義務に違反した場合、お客様またはご家族に対して社会通念

を逸脱する行為を行った場合 ,当事業所が倒産した場合には、

利用者は文書にて解約を通知することにより、即座にサービ

スを終了することができます。  

 

◎お客様が、サービス利用料金の支払いを２ケ月以上遅延し、

料金を支払うよう催告したにもかかわらず３０日以内に支払

わない場合。お客様が正当な理由なくサービスの利用中止を

しばしば繰り返した場合。利用者が入院もしくは病気などに

より、２ケ月以上にわたってサービスが利用 できない状態で

あることが明らかになった場合は、一時終了を致します。  

また ､お客様やご家族などが当センターや当センターのサービ

ス従業者に対して本契約を継続しがたい背信行為を行った場合  

は、文書にて通知することにより、即座に契約を終了させて  

頂く場合があります。  

 

◎ 介 護 保 険 の 要 介 護 ・ 要 支 援 に 認 定 さ れ る 前 に 予 防 介 護 ・ 介 護

保 険 サ ー ビ ス を 利 用 し 、 死 亡 な ど の 理 由 に よ り 認 定 調 査 が 実

施さ れなかっ た場合 ,ま たは認定が非 認定とな った場 合は、介

護 保 険 の 利 用 は で き ま せ ん 。 こ の 場 合 、 利 用 し た サ ー ビ ス の

料金は全額自己負担でのお支払い となります。  

 

６．当デイサ－ビスセンターの特徴   

 

（１）運営の基本方針  

要 介 護 者 の 心 身 状 態 、 そ の 置 か れ て い る 環 境 に 応 じ て 、 そ の

利 用 者 が 可 能 な 限 り そ の 居 宅 に 置 い て 、 そ の 有 す る 能 力 に 応

じ 、 自 立 し た 日 常 生 活 を 営 む こ と が で き る よ う 利 用 者 の 立 場

に 立 っ て 必 要 な 日 常 生 活 の 介 護 を 行 う こ と に よ り 、 利 用 者 の

社 会 的 孤 立 感 の 解 消 及 び 心 身 の 機 能 並 び に 利 用 者 の 家 族 の 身

体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。  

 

（２）通常利用時間外のサービスの利用  

  利用時間は通所介護計画書に沿ってサービスを提供致しますが、  

デ イ サ ー ビ ス 営 業 時 間 内 に お い て は 、 利 用 者 に 特 別 な 理 由 が

ある場合には、可能な限り希望に添うサービスを提供致します。  

     ･利用時間の延長  

･臨時利用日の受け入れ  
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（３）サービス実施に当たっての留意事項  

 ・送迎時の連絡           

・体調確認  

・体調不良時等の対応  

・食事のキャンセル、変更  

・時間変更  

・設備、器具の使用  

 

 

７．緊急時の対応方法   

 サービス提供中に容態の変化があった場合、その他必要な場合

は、速やかに事前の打ち合わせにより家族・主治医、居宅介護

支援事業所等の緊急連絡先へ連絡し、帰宅・受診・救急車 搬送

等の対応を致します。  

 

８．非常災害対策    

   

防災時の対応  防災マニュアルにて実施  

防災訓練  毎月１回  

防火責任者  稲垣美彦  

 

９．サービス内容に関する苦情  

 

①  センターお客様相談・苦情担当  

   担当   宮崎  優紀   電話  ０４２－５５１－５５１４  

②  当センター以外に、相談・苦情相談窓口に苦情を伝えること

ができます。  

福生市役所  

介護保険担当課  

所在地  福生市本町５  

電話番号  ０４２－５５１－１５１１  

国民健康保険団体連合会  所在地  新宿区西新宿６－２４－１  

電話番号  ０３－５２８３－７０２０  

東京都社会福祉協議会  所在地  新宿区神楽河岸１－１  

電話番号  ０３－６２３８－０１７７  
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10．当事業者の概要  

 

   名称・法人種別      社会福祉法人    もくせい会  

   代表者役職・氏名     理事長       稲垣  美彦  

   法人所在地        東京都福生市福生２３００－４  

   電話番号           ０４２－５５３－６６３３  

 

 

定款の目的に定めた事業  

 

１ .第一種社会福祉事業  

特別養護老人ホームヨコタホームの設置経営  

 

２ .第二種社会福祉事業  

①  老人デイサ－ビスセンタ－（高齢者在宅サービスセンター武

蔵野）の設置経営  

②  老人短期入所事業（ヨコタホーム）  

③  老人居宅介護支援等事業（ヨコタヘルパーステーション）  

④  障害福祉サービス事業（居宅介護  ヨコタヘルパーステーシ

ョン）  

⑤  認知症対応型老人共同生活援助事業 (グループホームヨコタ）  

 

３ .公益事業  

①  居宅介護支援事業  (指定居宅介護支援事業所武蔵野 ) 

②  地域包括支援センター（地域包括支援センター武蔵野）の設

置及び受託経営  

 

    施設・拠点等  

             通所介護          １ヶ所  

             特別養護老人ホーム     １ヶ所  

             短期入所生活介護      １ヶ所  

             訪問介護          １ヶ所  

             地域包括支援センター    １ヶ所  

             居宅介護支援事業所     １ヶ所  

             グループホームヨコタ    １ヶ所  
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令和   年   月   日                   

      

 通所介護サービスの提供開始に際し、利用者に対して契約書及  

び本書面に基づいて、重要事項の説明をしました。  

 

 事業者  

   〈事業者〉   高齢者在宅サービスセンター武蔵野  

 

〈所在地〉   東京都福生市福生２３００－４  

    

〈名  称〉   社会福祉法人  もくせい会        

    

〈代表者名〉  理事長     稲垣   美彦     印  

    

 

   〈説明者〉   所属  高齢者在宅サービスセンター武蔵野  

 

          氏  名               印  

               

私は、契約書および本書面に基づいて、事業者から重要事項の  

説明を受け、通所介護サービスの提供につ いて同意しました。  

 

  利用者  

   〈住  所〉  

                             

 

   〈氏  名〉                    印  

                             

   

家族代表者  

   〈住  所〉  

                             

 

   〈氏  名〉                    印  

                   (続柄 )       

  代理人  

   〈住  所〉  

                             

 

   〈氏  名〉                    印  

                   (間柄 )       


